
63・6・1市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分〜午後５時です。（正午〜午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1

掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。費用の記載のないものは、原則、無料です。

　市や消防署では訪問販売
は行いません。市や消防署
の名をかたった訪問販売に
ご注意ください。

訪問販売に
ご注意を

危険ながけ崩危険ながけ崩れれ
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　梅雨や台風の時期
は、長雨や集中豪雨
で地盤がゆるみ、が
けやよう壁などの崩
壊が起こりやすくな
ります。
　特に、危ないがけ
や不完全なよう壁で
おおわれているとこ
ろにある家では、大きな被害を受
けるばかりでなく、隣接する方々
の生命、財産にまで危険を及ぼす
ことにもなります。
　このようなことにならないよう
に、日ごろから家の周りの安全を
確かめ、危ない石積みや土留め等
は補強改善し、雨水の排水をよく
するなどして、安全対策に心掛け
ましょう。
　すでに、関係機関から改善等の
措置をとるよう勧告を受けている

方は、補強、改良などの工事を行
ってください。
　なお、法律（宅地造成等規制
法）で定められた区域内で一定の
高さ以上の切り土・盛り土をした
り、よう壁などを築造するとき
は、事前の許可が必要になります
のでご注意ください。
 東京都多摩建築指導事務所開発
指導第二課（☎０４２栗３６４栗２３８６）、
市まちづくり推進課まちづくり係
（☎０４２栗３８７栗９８６２）

問
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新築（増改築）調査にご協力を

　新築（増
改築）家屋
は、建築し
た年の翌年
度から固定
資産税・都市計画税が課税されま
す。
　市では、令和４年度課税のため
に、令和３年１月２日以降、新築
および増改築した家屋の調査を行
っています。
　調査は、市の調査員（固定資産
評価補助員）が、事前に日程を調
整のうえ伺います。
　調査員は、職員証明書等を提示
しますので、ご協力をお願いしま
す。
■調査内容屋根や外壁・各部屋の
内装等に使われている資材や設備
の状況を調査します

取り壊したときはご連絡を

　市では、
家屋の取り
壊しの確認
を行ってい
ますが、課
税事務を円滑に行うために、家屋
を取り壊したときは、資産税課ま
でご連絡ください。
　取り壊した家屋には、翌年度か
ら固定資産税・都市計画税は課税
されません。
　居住用家屋が建っている土地
は、税負担を軽減する特例措置が
適用されていますが、家屋を取り
壊したときはこの適用がなくな
り、翌年度の土地の固定資産税・
都市計画税が上がる場合がありま
す。

害害◇共　通◇害害
 資産税課家屋係（☎０４２栗３８７ 
栗９８２１）
問

家屋に関するお知らせ
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家の周りの再点検を

　価格等詳細は、市ホームページまたは地域安全課窓口に
て配布しているパンフレットをご覧ください。
■防災用品地震対策用品、避難用品、簡易トイレ、保存食
料、飲料水
 郵送またはファクスで住所・氏名（ふりがな）・電話番
号・希望防災用品（品番号・品名・あっせん価格・数量）
を明記し、東京都葛飾福祉工場多摩営業所「小金井市防災
用品あっせん係」（〒１８３－００１１府中市白糸台１－３１－５鹿
島ビル ０４２－３３６－９１３２）へ
 社会福祉法人東京コロニー東京都葛飾福祉工場多摩営業
所（☎０４２－３３６－９１３１）、地域安全課防災消防係（☎０４２
－３８７－９８０７）
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家具転倒防止器具

防災用品（例）

防防災災用用品品をを
ああっっせせんんししまますす
防災用品防災用品をを

あっせんしまあっせんしますす

トイレ用脱臭剤

冷蔵庫ストッパー感震ブレーカーアダプター

保存食５年セレクトセット
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　国民健康保険税（国保税）の算定にお
いて、前年中の所得が一定水準を下回っ
た場合に適用される軽減措置の判定基準
を改定しました。
　計算方法等詳細については、お問い合

わせいただくか、市ホームページをご覧
ください。なお、令和３年度国保税納税
通知書は、７月中旬に送付します。
 保険年金課国民健康保険係（☎０４２－
３８７－９８３２）
問

備考令和３年度令和２年度区分

※１　世帯内の国保加入者
（国保に加入していない世
帯主および特定同一世帯所
属者も含む）全員の所得合
計額である軽減判定所得を
使用
※２　一定の給与所得や年
金所得を受ける方

４３万円＋（給与所得者等※
２の数－１）×１０万円　以
下の世帯

３３万円以下の世帯７割

軽減措置
※１

４３万円＋国保加入者の数
×２８万５千円＋（給与所得
者等※２の数－１）×１０万
円　以下の世帯

３３万円＋（２８万５千円
×国保加入者の数）以
下の世帯

５割

４３万円＋国保加入者の数
×５２万円＋（給与所得者等
※２の数－１）×１０万円　
以下の世帯

３３万円＋（５２万円×国
保加入者の数）以下の
世帯

２割
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　交通事故等の第三者から受け
たけが等の医療費は、加害者
（相手方）が過失割合に応じて
負担しますが、届け出により後
期高齢者医療で、保険診療を受
けることができます。
　この場合、自己負担分を除い
た医療費を都後期高齢者医療広
域連合が一時立て替えた後、加
害者（相手方）に請求します。
診療を受ける際は、医療機関に
事故による受診であることを申
し出てください。
　また、事故（自損事故含む）

に遭ったら、お住まいの後期高
齢者医療担当窓口に必ず届け出
てください。必要な書類（被害
届等）は、担当者が事故の状況
などを伺ったうえでご案内しま
すので、事故日から３０日以内に
届け出てください。
※交通事故の場合、事故証明書
が必要となりますので、必ず警
察に届け出てください
 都後期高齢者医療広域連合お
問合せセンター（☎０５７０－０８６－
５１９）、市保険年金課高齢者医
療係（☎０４２－３８７－９８３４）

問

後期高齢者医療制度

交交通通事事故故ななどどにに遭遭っったたととききはは交通事故などに遭ったとき交通事故などに遭ったときはは 国民健康保険税の軽減判定基準を改定


